
●問い合わせ：さつま町役場　ＴＥＬ(５３)１１１１　ＦＡＸ(５２)３５１４■くらしの情報

広　告

■広告掲載料
・広報さつま　
　１枠 １万円
（縦6.0㎝×横8.5㎝）
・町ホームページ
　（行政サイト）
　１月　8,000円
・てんがらなび
（住民交流サイト）
　１月　5,000円

詳しくは町ホームペ
ージをご覧ください。
http://www.satsuma-
net.jp/

■見舞金＝25,000円から　

（通院７日以上の方）

■対象となるもの＝自動車・自転

車・耕運機・トラクタ－，電動カ

－などでの道路運行中の事故

　交通事故！それはひとごとでは

ありません。未加入の皆さん，今

すぐ家族みんなで加入しましょう。

　ご加入の申込みは，町県民税申

告会場及び本庁・各総合支所で受

け付けます。

　詳しくは，町役場総務課交通防

災係へお問い合わせください。

総務課　秘書人事係　内線２２１２

●職員異動について

　１月１日付けで職員異動があり

ましたので，お知らせします。

　　　　　　　　　（　）は旧職

■係長昇任＝上井光晴　薩摩学校

給食センター係長（宮之城学校給

食センター係）■係員異動＝上野

加奈子　町民課町民係（すこやか

長寿課高齢者ふれあい係）

●退職者について

　12月31日付け退職者をお知らせ

します。

　谷山廣喜　学校給食センター所

長補佐兼薩摩学校給食センター係

長　下原みずほ　健康増進課主幹

福祉課　福祉障害係　内線２１３４

●心配ごと相談所

■日時・場所＝毎週木曜日　午前

10時～正午　宮之城ひまわり館　

■問い合わせ

　　町社会福祉協議会　 52-1123

●無料法律相談所

■日時・場所＝２月19日（木）午

後１時30分～午後４時30分　宮之

城ひまわり館

■相談員＝弁護士

希望される方は，さつま町社会福

祉協議会に予約が必要です。１回

につき７名以内を受け付けます。

■問い合わせ

　　町社会福祉協議会　 52-1123

商工観光課　商工振興係　内線２２４１

●さつま町緊急雇用・生活支援

　対策相談窓口の設置について

　雇用情勢が急速に悪化する中で，

離職を余儀なくされる労働者の方

が増えています。

　さつま町ではこうした町内にお

ける離職者の皆さんの相談窓口と

して「さつま町緊急雇用・生活支

援対策相談窓口」を商工観光課内

に設置いたしました。

　雇用に関する相談や生活に対す

る不安をお持ちの方は，どうぞお

気軽にご相談ください。

健康増進課　健康増進係　内線２１４３

●健康診査日程などについて

■１歳６ヶ月児（Ｈ19,6生）健康

診査＝２月18日（水）午後０時30

分～　宮之城保健センター

■３歳児（Ｈ17,12生）健康診査

＝２月25日（水）午後０時30分～

　宮之城保健センター

■２歳６ヶ月児（Ｈ18,7生・8生）

歯科健康診査＝３月５日（木）午

後１時～午後１時30分受付　宮之

城保健センター

町民課　町民係　内線２１２５

●年金相談について

　年金加入記録や受給手続きなど

についての『移動年金相談所』を

開設します。

　相談には，川内社会保険事務所

の職員が応じますので，質問や相

談などがありましたら，年金手帳・

年金証書・印鑑などをもってお越

しください。また，代理の場合は，

委任状が必要です。

■日時＝２月13日（金）午前10時

～午後３時

■場所＝宮之城ひまわり館『たす

けあい室』

●川内社会保険事務所における

　年金相談について　

　川内社会保険事務所では，次の

日程で年金相談窓口の時間延長と

休日開庁を実施する予定です。ぜ

ひこの機会にご自身の年金につい

てご相談ください。なお，開庁日

や時間は各事務所で異なりますの

でご注意ください。

■日時＝２月２日（月）９日（月）

16日（月）23日（月）は午前８時

30分～午後７時まで。２月14日

（土）は午前９時30分～午後４時

まで。その他の平日は，午前８時

30分～午後５時15分までの受付で

す。

■問い合わせ

　川内社会保険事務所　 22-5276

●国民年金保険料の退職（失業）

　による特例免除について

　特例免除とは，通常であれば審

査の対象となる本人所得を除外し

て審査を行い，国民年金保険料の

納付が免除されるものです。なお，

配偶者，世帯主に一定以上の所得

があるときは保険料免除が認めら

れない場合があります。

　病気や事故で重い障害が残った
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ときの障害年金や一家の働き手が

亡くなったときの遺族年金など，

万が一に備えましょう。

　特例免除は，申請する年度又は

前年度において退職（失業）の事

実がある場合が対象です。保険料

免除の申請は，住民票のある市町

村役場の国民年金担当窓口まで。

■手続きに必要なもの＝①年金手

帳又は納付書などの基礎年金番号

がわかるもの。②認め印。③雇用

保険受給資格者証や離職票など，

失業していることを確認できる公

的機関の証明の写し。

税務課　町民税係　内線２１１９

●軽自動車税の課税について

　軽自動車税は，毎年４月１日現

在の軽自動車などの所有者に課税

されます。廃車をしたり，他人に

譲ったりした場合は，廃車・名義

変更の手続きをする必要がありま

す。特に，今春卒業する学生が使

用しているバイクなどの売買によ

る廃車・名義変更の手続きについ

ては，早めに済ませましょう。

　また，農作業用として使用して

いるコンバイン及びトラクターは，

「小型特殊自動車」に該当します

ので，町の標識（緑色ナンバー）

の交付を受けていない方は早めの

申告をお願いします。

■問い合わせ

　本庁税務課町民税係  内線2119

　鶴田総合支所税務係  内線4214

　薩摩総合支所税務係  内線6114

税務課　収納第１係　内線２１１３

●今月の納税について

  国民健康保険税　　　　第８期

　後期高齢者医療保険料　第８期

　介護保険料　　　　　　第８期

　【納期限３月２日】

　納税は，便利で確実な口座振替

制度をご利用ください。

■すくすく育児相談＝３月６日

（金）午前９時30分～午前11時　

宮之城保健センター

■４～５ヶ月児（Ｈ20,10生）産

婦健康診査＝３月11日（水）午後

０時30分～　宮之城保健センター

■母子健康手帳交付＝２月23日

（月）３月９日（月）午前９時30分

～午前11時　宮之城保健センター

※健康保険証，印鑑をご持参の上，

ご夫婦でおいでください。

■フッ化物塗布＝２月18日（水）

２月25日（水）３月５日（木）午後

３時～午後４時受付　宮之城保健

センター

■総合健康相談＝３月３日（火）

午前９時30分～午前11時　宮之城

保健センター

●楽々健康ウォーク

　みなさん，一緒に歩いて気持ち

いい汗を流してみませんか？

■トマトの里コース＝２月８日

（日）午前８時～時吉温泉プール出発

■湯の香ほんのりコース＝２月28

日（土）午前８時～宮之城温泉街出発

教育委員会　総務課　　５３－１２３０

●さつま町奨学資金制度について

　高等学校（高等専門学校），短

期大学，専門学校，大学等に在籍

し，経済的な理由により学費の支

出が困難な方に対して，無利子で

学費を貸与する奨学資金貸付制度

があります。

■奨学資金の種類 

①普通奨学資金

・公立高等学校及び専門学校に在

学している方。月額10,000円以内

・私立高等学校及び専門学校に在

学している方。月額20,000円以内

・大学及び専修学校に在学してい

る方。月額30,000円以内

②農業自営者育成奨学資金

・農業関係の高等学校又はこれと

同等と認められる試験場，研究所

などに在籍する方。月額12,000円

以内

・農業関係の大学又はこれと同等

と認められる試験場，研究所など

に在籍する方。月額22,000円以内

■貸付条件など

・本町に住所を有する者の子弟で

あること。

・普通奨学資金の貸付対象者は，

他の奨学資金（無利子のものに

限る）の採用外になった者であ

ること。ただし，薩摩中央高校

の在校生及び卒業生はこれに限

らない。（※４月１日から）

・奨学資金の返還は在学期間終了

後，６ヶ月を経過した月の翌月

から，貸付金額に応じて定めら

れた期間内に返還していただき

ます。

　詳細・申込みについては，町教

育委員会総務課までお問い合わせ

ください。

　

総務課　交通防災係　内線２２１５

●市町村交通災害共済制度を

　ご存じですか？

　この制度は，交通事故にあった

とき被害者やその遺族を救済し，

明るい社会生活を守ろとする制度

です。

■掛け金＝年間１人500円


